
金
融
商
品
取
引
法
に
お
け
る
課
徴
金
事
例
集

	

─
不
公
正
取
引
編

２
０
０
５
年
４
月
の
課
徴
金
制
度

導
入
以
来
、
16
年
３
月
末
ま
で
の
勧

告
件
数
２
８
７
件
（
違
反
行
為
者
ベ

ー
ス
、
以
下
同
じ
）
の
う
ち
、
イ
ン

サ
イ
ダ
ー
取
引
に
係
る
事
案
が
２
２

５
件
と
約
８
割
を
占
め
て
い
る
状
況

を
ふ
ま
え
、
15
年
度
（
15
年
４
月
〜

16
年
３
月
）
に
勧
告
し
た
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
取
引
事
案
の
特
色
や
、
調
査
の

過
程
で
把
握
さ
れ
た
上
場
会
社
の
イ

ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
管
理
態
勢
の
問
題

点
等
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
係
る

課
徴
金
勧
告
事
案
の
特
色

⑴
課
徴
金
額
合
計
７
５
５
０
万
円
は

過
去
最
高
水
準

15
年
度
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に

係
る
課
徴
金
勧
告
の
件
数
は
、
22
件

（
16
事
案
）
で
あ
り
、
前
年
度
の
31

件
（
16
事
案
）
に
比
べ
て
減
少
し
て

い
る
が
、
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
前

年
度
は
１
事
案
で
４
件
以
上
の
勧
告

を
行
っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
る
。

課
徴
金
額
合
計
は
７
５
５
０
万
円

と
な
り
、
過
去
最
高
水
準
と
な
っ
た
。

ま
た
、
平
均
課
徴
金
額
は
３
４
３
万

円
と
な
り
、
06
年
度
（
４
４
７
万

円
）、
08
年
度
（
３
４
８
万
円
）
に

次
い
で
高
い
水
準
で
あ
り
、
全
体
的

に
課
徴
金
額
が
大
き
な
事
案
が
増
え

て
い
る
。

違
反
行
為
者
ベ
ー
ス
の
勧
告
件
数

が
減
少
し
た
と
は
い
え
、
勧
告
に
至

っ
た
事
案
数
そ
の
も
の
は
前
年
度
と

同
様
で
あ
り
、
む
し
ろ
イ
ン
サ
イ
ダ

ー
取
引
に
係
る
課
徴
金
額
が
前
年
度

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
（
以
下
、「
証
券
監
視
委
」）
は
、
相
場
操
縦
や
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
な

ど
の
不
公
正
取
引
に
つ
い
て
取
引
調
査
を
実
施
し
た
結
果
、法
令
違
反
が
認
め
ら
れ
た
場
合
や
、開

示
検
査
を
実
施
し
た
結
果
、
開
示
書
類
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
虚
偽
記
載
等
が
認
め
ら
れ
た

場
合
な
ど
に
、
内
閣
総
理
大
臣
お
よ
び
金
融
庁
長
官
に
対
し
て
課
徴
金
納
付
命
令
を
発
出
す
る
よ

う
勧
告
を
行
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
課
徴
金
制
度
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
２
０

１
６
年
７
月
・
８
月
に
公
表
し
た
「
金
融
商
品
取
引
法
に
お
け
る
課
徴
金
事
例
集
」
を
紹
介
し
た

い
。
な
お
、
本
稿
中
の
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
私
見
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
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を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
る
こ
と
を
ふ

ま
え
る
と
、
依
然
と
し
て
楽
観
で
き

る
状
況
に
は
な
い
。

⑵
重
要
事
実
は
業
績
予
想
等
の
修
正

の
割
合
が
大
幅
に
増
加

15
年
度
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に

係
る
重
要
事
実
26
件
（
勧
告
件
数
は

22
件
）
を
重
要
事
実
別
に
分
類
す
る

と
、「
業
績
予
想
等
の
修
正
」
８
件
、

「
公
開
買
付
け
等
事
実
」（
注
１
）

「
業
務
提
携
及
び
損
害
の
発
生
」
が

各
４
件
と
な
っ
て
い
る
。
前
年
度
に

比
べ
て
「
公
開
買
付
け
等
事
実
」
の

割
合
が
減
少
し
た
の
に
対
し
、「
業

績
予
想
等
の
修
正
」
の
割
合
が
大
幅

に
増
加
し
て
い
る
が
、
課
徴
金
制
度

導
入
後
の
勧
告
に
係
る
重
要
事
実
２

４
１
件
（
勧
告
累
計
件
数
は
２
２
５

件
）
の
う
ち
「
公
開
買
付
け
等
事

実
」
が
64
件
（
26
・
６
％
）
と
重
要

事
実
の
な
か
で
１
番
多
い
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
。
公
開
買
付
け
は
、
①

当
事
者
で
あ
る
買
付
企
業
や
対
象
企

業
の
ほ
か
に
も
多
く
の
関
係
者
が
関

与
す
る
こ
と
、
②
当
事
者
間
で
の
検

討
開
始
か
ら
最
終
的
な
合
意
・
公
表

ま
で
に
相
当
な
時
間
を
要
す
る
こ
と
、

な
ど
か
ら
他
の
重
要
事
実
に
比
べ
て

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
行
わ
れ
や
す

い
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今

後
も
引
き
続
き
注
視
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

⑶
違
反
行
為
者
の
う
ち
情
報
受
領
者

が
６
割
近
く
を
占
め
る

違
反
行
為
者
は
、
会
社
関
係
者
、

公
開
買
付
者
等
関
係
者
（
以
下
、
両

者
を
あ
わ
せ
て
「
会
社
関
係
者

等
」）
と
、
会
社
関
係
者
等
か
ら
重

要
事
実
の
伝
達
を
受
け
た
者
で
あ
る

「
第
一
次
情
報
受
領
者
」
に
大
別
で

き
る
。

09
年
度
以
降
、
第
一
次
情
報
受
領

者
を
違
反
行
為
者
と
す
る
勧
告
件
数

が
、
会
社
関
係
者
等
を
違
反
行
為
者

と
す
る
勧
告
件
数
を
上
回
る
状
況
が

続
い
て
い
る
。
15
年
度
に
お
い
て
も
、

勧
告
件
数
22
件
の
う
ち
、
第
一
次
情

報
受
領
者
を
違
反
行
為
者
と
す
る
も

の
は
13
件
で
あ
り
、
勧
告
件
数
全
体

の
６
割
近
く
を
占
め
て
い
る
。

⑷
情
報
伝
達
者
は
役
員
の
割
合
が
増

加
会
社
関
係
者
を
情
報
伝
達
者
と
す

る
事
案
が
10
件
あ
り
、
そ
の
う
ち
８

件
で
は
、
発
行
会
社
の
役
職
員
が
情

報
伝
達
者
と
な
っ
て
い
た
状
況
が
認

め
ら
れ
た
。
と
く
に
、
役
員
が
情
報

伝
達
者
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
６
件

ほ
ど
あ
り
、
そ
の
割
合
が
増
加
し
て

い
る
。
ま
た
、
公
開
買
付
者
等
関
係

者
を
情
報
伝
達
者
と
す
る
事
案
が
３

件
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
で
契
約
締
結

者
等
が
情
報
伝
達
者
と
な
っ
て
い
る
。

課
徴
金
制
度
導
入
以
来
の
契
約
締
結

者
等
が
情
報
伝
達
者
と
な
っ
て
い
る

ケ
ー
ス
が
６
割
を
超
え
て
い
る
こ
と

を
ふ
ま
え
る
と
、
契
約
締
結
者
等
と

の
間
で
は
守
秘
義
務
契
約
を
締
結
す

る
な
ど
、
な
ん
ら
か
の
対
応
策
を
早

急
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
14
年
４
月
に
情
報
伝
達
・

取
引
推
奨
規
制
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、

他
人
に
対
し
て
利
益
を
得
さ
せ
る
等

の
目
的
で
情
報
伝
達
を
行
い
、
当
該

他
人
が
伝
達
さ
れ
た
重
要
事
実
に
基

づ
い
て
取
引
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が

判
明
し
た
３
名
に
つ
い
て
情
報
伝
達

・
取
引
推
奨
規
制
違
反
に
よ
る
課
徴

金
勧
告
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

（
制
度
導
入
後
初
）。

上
場
会
社
に
お
け
る

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
管
理

態
勢
の
状
況

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
未
然
に
防

止
す
る
に
は
、
市
場
監
視
当
局
に
よ

る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
強
化
の

み
な
ら
ず
、
市
場
に
か
か
わ
る
す
べ

て
の
関
係
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

で
適
切
な
未
然
防
止
態
勢
を
整
備
し

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

と
く
に
、
重
要
事
実
の
発
生
源
と
な

る
上
場
会
社
に
お
い
て
は
、
イ
ン
サ

イ
ダ
ー
取
引
未
然
防
止
の
た
め
に
必

要
と
な
る
規
程
や
態
勢
を
整
備
し
、

こ
れ
を
適
正
に
運
営
し
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

証
券
監
視
委
に
お
い
て
は
、
各
種

講
演
や
広
報
媒
体
へ
の
寄
稿
等
を
通

じ
て
、
上
場
会
社
等
に
対
し
、
イ
ン

サ
イ
ダ
ー
取
引
管
理
態
勢
の
構
築
の

重
要
性
に
つ
い
て
注
意
喚
起
し
て
い

る
。
ま
た
、
課
徴
金
調
査
の
過
程
に

お
い
て
も
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が

行
わ
れ
た
上
場
会
社
の
内
部
管
理
態

勢
等
の
実
態
把
握
に
努
め
る
こ
と
と

し
て
お
り
、
か
り
に
問
題
点
が
認
め

ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
上
場
会
社

と
の
間
で
必
要
な
意
見
交
換
を
行
い
、

問
題
認
識
を
共
有
す
る
よ
う
努
め
て

い
る
。

以
下
で
は
、
15
年
度
の
勧
告
事
案

に
お
け
る
調
査
の
過
程
で
証
券
監
視

委
が
把
握
し
た
上
場
会
社
の
イ
ン
サ

イ
ダ
ー
取
引
管
理
態
勢
の
状
況
等
に

つ
い
て
、
参
考
ま
で
に
説
明
す
る
。

⑴
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
係
る
管
理

規
程
の
実
効
性
に
な
お
課
題

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
対
象
と
な
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っ
た
上
場
会
社
13
社
を
抽
出
し
て
イ

ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
防
止
規
程
の
整
備

状
況
を
検
証
し
た
。
す
る
と
、
い
ず

れ
の
会
社
も
10
年
に
東
京
証
券
取
引

所
自
主
規
制
法
人
（
現
日
本
取
引
所

自
主
規
制
法
人
）
が
作
成
・
公
表
し

て
い
る
「
内
部
者
取
引
防
止
規
程
事

例
集
」
を
ベ
ー
ス
と
し
た
関
係
諸
規

程
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、「
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
取
引
の
禁
止
」
や
「
情
報
伝
達

等
の
禁
止
」
等
の
規
定
が
盛
り
込
ま

れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
①
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引

防
止
規
程
な
ど
に
違
反
し
た
場
合
の

罰
則
・
制
裁
規
定
が
不
明
確
、
②
契

約
締
結
者
等
と
の
間
の
情
報
管
理
に

関
す
る
規
定
が
不
明
確
、
③
子
会
社

の
役
員
を
対
象
と
し
た
規
定
が
な
い
、

な
ど
の
状
況
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、

当
該
規
程
に
つ
い
て
実
効
性
の
観
点

か
ら
は
工
夫
の
余
地
が
あ
る
も
の
と

考
え
る
。

⑵
経
営
陣
の
認
識
不
足
に
よ
る
情
報

管
理
責
任
者
不
設
置
会
社
が
存
在

13
社
中
12
社
に
お
い
て
、
情
報
管

理
責
任
者
を
設
置
し
て
重
要
事
実
を

一
元
的
に
管
理
す
る
態
勢
が
と
ら
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
経
営
陣
の
認
識

不
足
に
よ
り
、
情
報
管
理
責
任
者
が

設
置
さ
れ
て
い
な
い
会
社
が
１
社
認

め
ら
れ
た
。

⑶
子
会
社
役
職
員
に
ま
で
目
配
り
す

る
態
勢
に
は
な
っ
て
い
な
い

い
ず
れ
の
会
社
も
役
職
員
の
自
社

株
売
買
を
事
前
に
把
握
で
き
る
態
勢

が
と
ら
れ
て
お
り
、
事
前
承
認
制
を

採
用
し
て
い
る
も
の
が
８
社
、
事
前

届
出
制
を
採
用
し
て
い
る
も
の
が
５

社
と
な
っ
て
い
る
。

子
会
社
の
役
職
員
を
申
請
等
の
対

象
と
し
て
い
る
会
社
は
き
わ
め
て
少

な
い
が
、
親
会
社
か
ら
伝
達
さ
れ
た

未
公
表
の
重
要
事
実
に
基
づ
い
て
子

会
社
の
役
職
員
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取

引
を
行
っ
た
事
例
が
複
数
認
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
子
会

社
の
役
職
員
で
あ
っ
て
も
一
定
の
立

場
に
あ
る
者
の
売
買
状
況
は
管
理
で

き
る
よ
う
態
勢
を
整
備
し
て
お
く
こ

と
も
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

⑷
社
内
研
修
が
不
徹
底
な
会
社
も
散

見
ほ
と
ん
ど
の
会
社
（
11
社
）
は
、

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
関
す
る
社
内

研
修
を
年
１
回
程
度
実
施
し
て
い
た

が
、
上
場
時
以
外
一
度
も
当
該
社
内

研
修
を
行
っ
て
い
な
い
会
社
が
１
社

認
め
ら
れ
た
ほ
か
、
新
入
社
員
を
対

象
と
し
た
も
の
以
外
に
は
社
内
研
修

等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
会
社
も
複
数

認
め
ら
れ
た
。
社
内
研
修
の
開
催
頻

度
や
開
催
内
容
に
つ
い
て
は
、
適
時
、

見
直
し
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

＊　

＊　

＊

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
未
然
防
止

の
観
点
か
ら
は
、
各
上
場
会
社
に
お

い
て
、
実
効
性
の
あ
る
イ
ン
サ
イ
ダ

ー
取
引
管
理
態
勢
等
を
整
備
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
が
、
近
年
、
燃
費
不
正
問
題
、

杭
打
ち
デ
ー
タ
や
耐
震
基
準
な
ど
の

デ
ー
タ
偽
装
と
い
っ
た
企
業
の
不
祥

事
が
増
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
不
祥

事
を
公
表
す
る
前
に
、
公
表
後
の
ダ

メ
ー
ジ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
等
と
し
て
取

引
先
な
ど
に
内
容
を
連
絡
す
る
こ
と

が
あ
り
、
そ
の
未
公
表
の
情
報
を
聞

い
た
取
引
先
が
株
の
売
却
を
行
え
ば
、

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
該
当
す
る
可

能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う

な
場
合
に
お
い
て
も
厳
正
な
情
報
管

理
に
努
め
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ

て
い
る
。

な
お
、「
金
融
商
品
取
引
法
に
お

け
る
課
徴
金
事
例
集
〜
不
公
正
取
引

編
〜
」
本
体
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

証
券
監
視
委
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
注

２
）
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

金
融
商
品
取
引
法
に
お
け
る
課
徴
金
事
例
集	

	

─
開
示
規
制
違
反
編

金
融
商
品
取
引
法
に
基
づ
く
情
報

開
示
が
適
正
に
行
わ
れ
る
に
は
、
有

価
証
券
報
告
書
等
を
提
出
す
る
上
場

企
業
等
や
有
価
証
券
報
告
書
等
の
財

務
諸
表
の
監
査
証
明
を
行
う
公
認
会

計
士
・
監
査
法
人
（
以
下
「
監
査

人
」）
に
よ
る
自
主
的
な
取
組
み
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
不
適
正
な
情
報

開
示
が
行
わ
れ
た
場
合
に
多
大
な
損

失
を
被
る
可
能
性
の
あ
る
投
資
家
に

よ
る
適
正
な
開
示
へ
の
関
心
が
不
可

欠
で
あ
る
。「
金
融
商
品
取
引
法
に

お
け
る
課
徴
金
事
例
集
〜
開
示
規
制

違
反
編
〜
」（
以
下
、
本
節
に
お
い

て
「
事
例
集
」）
は
、
適
正
な
開
示

を
支
え
る
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
市

場
関
係
者
の
方
々
の
参
考
と
し
て
い

た
だ
け
る
よ
う
、
開
示
検
査
に
お
い

て
認
識
さ
れ
た
不
適
正
な
会
計
処
理

等
の
傾
向
お
よ
び
そ
の
概
要
を
と
り

ま
と
め
、
08
年
以
降
、
毎
年
公
表
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

今
般
公
表
し
た
事
例
集
で
は
、
最

近
の
事
例
等
を
追
加
・
編
集
す
る
と
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と
も
に
、
最
近
の
開
示
検
査
の
取
組

み
、
市
場
関
係
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、

開
示
規
制
違
反
の
発
生
原
因
等
を
記

載
し
て
よ
り
活
用
し
や
す
い
も
の
と

し
た
。
本
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
項
目

を
中
心
に
紹
介
す
る
。

最
近
の
開
示
検
査
の

取
組
み
に
つ
い
て

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ

ー
ド
の
適
用
等
、
上
場
企
業
を
と
り

ま
く
状
況
の
変
化
に
よ
り
、
上
場
企

業
に
よ
る
情
報
開
示
に
対
す
る
市
場

の
期
待
が
一
層
高
ま
っ
て
き
て
い
る

な
か
で
、
日
本
を
代
表
す
る
グ
ロ
ー

バ
ル
企
業
に
お
け
る
不
適
正
会
計
が

発
覚
し
、
大
規
模
上
場
企
業
に
お
け

る
不
適
正
会
計
の
潜
在
的
リ
ス
ク
が

認
識
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
証
券
監

視
委
で
は
、
上
場
企
業
を
と
り
ま
く

状
況
の
変
化
を
常
に
意
識
し
、
市
場

に
対
す
る
投
資
家
の
信
頼
を
保
持
す

べ
く
、
開
示
検
査
に
関
し
て
次
の
よ

う
な
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
。

大
規
模
上
場
企
業
に
お
け
る
不
適

正
会
計
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
お
け

る
海
外
子
会
社
の
管
理
体
制
の
不
備

等
に
起
因
し
た
虚
偽
記
載
等
を
ふ
ま

え
、
上
場
企
業
に
よ
る
開
示
規
制
違

反
を
よ
り
迅
速
・
効
率
的
に
発
見
・

抑
止
す
る
た
め
、
経
営
環
境
の
変
化

に
伴
う
開
示
規
制
違
反
の
潜
在
的
リ

ス
ク
に
着
目
し
た
情
報
収
集
・
分
析

等
を
開
始
・
強
化
し
て
い
る
。

ま
た
、
事
案
の
徹
底
し
た
解
明
お

よ
び
問
題
の
再
発
防
止
に
つ
な
げ
る

た
め
、
開
示
検
査
に
お
い
て
、
虚
偽

記
載
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

直
接
的
な
原
因
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ

の
原
因
を
生
じ
さ
せ
た
根
本
的
な
原

因
に
つ
い
て
も
究
明
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
。
究
明
さ
れ
た
根
本
的
な
原

因
に
つ
い
て
は
、
事
例
集
等
に
記
載

し
積
極
的
に
情
報
発
信
す
る
こ
と
に

よ
り
、
上
場
企
業
を
は
じ
め
、
市
場

関
係
者
等
に
お
け
る
自
己
規
律
強
化

に
つ
な
げ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。

そ
し
て
、
開
示
検
査
に
際
し
、
上

場
企
業
等
に
よ
る
虚
偽
記
載
等
が
判

明
し
た
場
合
に
は
、
日
本
取
引
所
自

主
規
制
法
人
が
公
表
し
て
い
る
「
上

場
会
社
に
お
け
る
不
祥
事
対
応
の
プ

リ
ン
シ
プ
ル
」
や
日
本
弁
護
士
連
合

会
が
公
表
し
て
い
る
「
企
業
等
不
祥

事
に
お
け
る
第
三
者
委
員
会
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
に
基
づ
き
、
そ
の
企
業
自

身
に
よ
る
根
本
的
な
原
因
の
調
査
、

正
し
い
企
業
情
報
の
市
場
に
対
す
る

迅
速
な
提
供
お
よ
び
適
正
な
情
報
開

示
を
行
う
た
め
の
体
制
の
構
築
等
の

取
組
み
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
る
。

市
場
関
係
者
に
対
す
る

メ
ッ
セ
ー
ジ

市
場
関
係
者
に
よ
る
適
正
な
情
報

開
示
に
向
け
た
自
主
的
な
取
組
み
に

お
い
て
、
事
例
集
を
活
用
し
て
い
た

だ
け
る
よ
う
、
各
市
場
関
係
者
に
対

す
る
証
券
監
視
委
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
記
載
し
た
。

◦ 

上
場
企
業
に
対
す
る

メ
ッ
セ
ー
ジ .............................

最
近
の
上
場
企
業
に
よ
る
不
適
正

な
開
示
の
発
生
原
因
と
し
て
、
取
締

役
会
・
監
査
役
会
の
機
能
不
全
や
内

部
統
制
の
機
能
不
全
が
指
摘
さ
れ
る

ケ
ー
ス
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
①
取

締
役
に
あ
っ
て
は
、
自
社
の
ガ
バ
ナ

ン
ス
体
制
が
実
質
を
伴
っ
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
か
、
実
効
的
な
内
部
統

制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
等
に
つ
い

て
の
点
検
を
行
う
場
合
や
、
②
監
査

役
に
あ
っ
て
は
、
適
正
な
情
報
開
示

を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
監
査
役
会

等
の
独
立
性
・
客
観
性
・
実
効
性
を

高
め
る
た
め
の
対
応
を
考
え
る
場
合

な
ど
に
お
い
て
、
事
例
集
が
広
く
活

用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
旨
を
記

載
し
て
い
る
。

◦ 

監
査
人
に
対
す
る

メ
ッ
セ
ー
ジ .............................

監
査
人
に
あ
っ
て
は
、
事
例
集
を

活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
の

不
正
の
実
例
や
そ
の
発
見
に
至
る
端

緒
、
必
要
な
対
応
策
等
に
つ
い
て
の

理
解
を
深
め
、
不
正
の
根
本
的
な
原

因
を
理
解
し
、
今
後
の
監
査
に
役
立

て
て
い
た
だ
く
こ
と
を
期
待
す
る
旨

を
記
載
し
て
い
る
。

◦ 

投
資
家
等
に
対
す
る

メ
ッ
セ
ー
ジ .............................

機
関
投
資
家
に
あ
っ
て
は
、
事
例

集
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正

確
な
企
業
情
報
等
の
開
示
や
会
計
監

査
の
品
質
へ
の
関
心
を
深
め
る
と
と

も
に
、
企
業
と
の
建
設
的
な
「
目
的

を
も
っ
た
対
話
」（
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ

ン
ト
）
の
な
か
で
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
経
営
の
徹
底
等
を
優
先
課
題
と

す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

市
場
全
体
に
お
け
る
適
正
な
開
示
に

関
す
る
規
律
の
向
上
に
つ
な
が
る
も

の
と
確
信
し
て
い
る
旨
を
記
載
し
て

い
る
。

開
示
規
制
違
反
の

発
生
原
因

前
記
の
と
お
り
、
開
示
検
査
で
は
、

金融財政事情 2016．11．2149



虚
偽
記
載
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
直
接
的
な
原
因
に
と
ど
ま
ら
ず
、

直
接
的
な
原
因
を
生
じ
さ
せ
て
い
る

根
本
的
な
原
因
に
つ
い
て
も
究
明
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
最
近
の
開

示
検
査
で
は
、
開
示
規
制
違
反
の
根

本
的
な
原
因
と
し
て
、
次
の
よ
う
な

も
の
が
把
握
さ
れ
た
。

①
強
い
権
限
、
影
響
力
を
も
っ
た
役

員
等
（
創
業
者
、
長
期
在
任
者
等
）

に
よ
る
不
適
正
な
会
計
処
理
等
の
主

導
（【
事
例
３
、
16
、
21
】
参
照
）

②
競
争
の
激
化
等
に
対
応
す
る
た
め

の
事
業
規
模
拡
大
に
よ
る
売
上
至
上

主
義
へ
の
傾
倒
（【
事
例
１
・
２
】

参
照
）

③
歴
代
社
長
等
に
よ
る
予
算
達
成
要

求
と
当
該
要
求
に
対
す
る
社
内
牽
制

機
能
不
足
や
取
締
役
会
・
監
査
委
員

会
の
歴
代
社
長
に
対
す
る
牽
制
機
能

不
全
と
い
っ
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ

ナ
ン
ス
上
の
不
備
（【
事
例
４
】
参

照
）

④
海
外
子
会
社
等
の
管
理
体
制
の
不

備
（【
実
態
把
握
１
・
２
】
参
照
）

な
お
、
こ
こ
に
あ
げ
た
事
例
に
つ

い
て
の
直
接
的
な
原
因
・
根
本
的
な

原
因
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、

事
例
集
の
個
別
事
例
の
紹
介
の
な
か

で
記
載
し
て
い
る
（
直
接
的
な
原
因

は
「
事
案
の
背
景
」、
根
本
的
な
原

因
は
「
不
正
の
原
因
」
と
し
て
記

載
）。

＊　

＊　

＊

今
般
公
表
し
た
事
例
集
で
は
、
前

記
の
ほ
か
、
課
徴
金
納
付
命
令
勧
告

に
至
っ
た
事
例
の
傾
向
や
、
開
示
規

制
違
反
の
手
法
の
傾
向
、
個
別
事
例

の
概
要
等
を
記
載
し
て
い
る
。
本
節

で
は
そ
の
す
べ
て
を
ご
紹
介
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
読
者
の
皆
様
に

は
、
適
正
な
開
示
へ
の
理
解
の
一
助

と
す
る
た
め
に
も
、
事
例
集
の
全
文

が
記
載
さ
れ
て
い
る
証
券
監
視
委
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
（
注
３
）
を
ご
一
読
い

た
だ
き
た
い
。 

❖

（
注
） １　

本
稿
に
お
い
て
は
、
公
開
買
付

け
等
事
実
を
重
要
事
実
に
含
め
て

記
載
し
て
い
る
。

２　
「
金
融
商
品
取
引
法
に
お
け
る

課
徴
金
事
例
集
〜
不
公
正
取
引
編

〜
」

http://w
w

w.fsa.go.jp/sesc/jirei/
torichou/20160728.htm

３　
「
金
融
商
品
取
引
法
に
お
け
る

課
徴
金
事
例
集
〜
開
示
規
制
違
反

編
〜
」

http://w
w

w.fsa.go.jp/sesc/jirei/
kaiji/20160826.htm

　

イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
問
題
は
、

依
然
不
透
明
な
展
開
が
続
い
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
外
交
史
を
専
門
と
す
る
著

者
は
、
こ
の
問
題
は
英
国
政
治
・
欧

州
統
合
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
行
と

い
う
三
つ
の
レ
ベ
ル
の
変
化
が
重
な

っ
て
生
じ
た
と
指
摘
す
る
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
チ
ャ
ー
チ

ル
首
相
が
演
説
で
述
べ
た
「
欧
州
合

衆
国
」
構
想
は
、「
イ
ギ
リ
ス
が
欧

州
と
と
も
に
あ
る
と
同
時
に
、
欧
州

の
な
か
に
あ
る
」
と
い
う
両
面
を
も

っ
て
い
た
。
前
者
の
欧
州
懐
疑
派
と

後
者
の
欧
州
統
合
派
は
、
イ
ギ
リ
ス

国
内
で
二
つ
の
流
れ
と
な
り
、
Ｅ
Ｕ

離
脱
か
残
留
か
と
い
う
対
立
に
つ
な

が
っ
て
い
く
。

　

欧
州
統
合
に
関
し
て
は
、
１
９
７

３
年
の
欧
州
共
同
体
へ
の
加
盟
を
経

て
、
政
権
は
懐
疑
派
の
サ
ッ
チ
ャ
ー

首
相
か
ら
統
合
派
の
ブ
レ
ア
首
相
へ

引
き
継
が
れ
た
。
し
か
し
２
０
０
０

年
代
以
降
、
欧
州
憲
法
条
約
の
挫
折
、

ユ
ー
ロ
危
機
の
深
刻
化
に
よ
っ
て
統

合
が
行
き
詰
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
で
は

懐
疑
派
の
力
が
強
ま
っ
た
。
こ
う
し

た
な
か
、
05
年
末
に
首
相
の
座
に
つ

い
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
氏
が
、
し
だ
い
に

保
守
党
内
の
懐
疑
派
に
押
さ
れ
、
13

年
初
、
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
関
す
る
国
民
投

票
を
確
約
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
書
で
最
後
に
焦
点
を
当
て
て
い

る
の
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
の
関
係
。

今
年
２
月
、
保
守
党
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン

・
ロ
ン
ド
ン
市
長
が
突
然
、
離
脱
支

持
を
表
明
し
た
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
氏
に

対
抗
し
首
相
の
座
を
狙
っ
た
と
み
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
契
機
に
離
脱

へ
の
機
運
が
急
速
に
高
ま
っ
た
。
著

者
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
氏
と
、
今
回
、
米

大
統
領
選
に
勝
利
し
た
ト
ラ
ン
プ
氏

と
の
間
に
「
国
民
の
不
満
に
迎
合
す

る
こ
と
で
、
人
気
を
博
し
て
い
る
」

と
い
う
共
通
点
を
見
出
し
て
い
る
。

　

本
書
は
、
Ｂ
ｒ
ｅ
ｘ
ｉ
ｔ
の
不
透

明
な
現
状
と
背
景
を
、
歴
史
の
流
れ

を
丹
念
に
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
解
明

し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
欧
州

で
活
動
す
る
日
本
の
金
融
機
関
や
企

業
に
と
っ
て
み
え
に
く
い
リ
ス
ク
を

理
解
す
る
う
え
で
、
有
益
な
１
冊
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

（
日
本
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
　
特
任

研
究
員
　
林 

秀
毅
）
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